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公共施設広告事業提案制度
とは
 公共施設を事業者の方々の広告媒体として活用し
ていただくため、広告媒体、広告掲載にかかる料金、
契約期間を市が特定せずに、事業者様から創意工夫
に富んだアイデアやノウハウ等を活かした広告の提
案を募集する制度です。 

従来型
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広告掲出
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提案募集

• 広告媒体
• 提案金額
• 契約期間
etc

広告媒体の設置
提案金額
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提案
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事前協議 受付・審査

43
提案 契約
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設置・掲出
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※ 市の歳出を伴わないことが条件になります。
※ 掲出場所は原則屋内となります。



既存の広告掲載の提案

市として新たな取組 随意契約

提案対象施設にない
広告掲載等

公募

提案内容、提案者の資格の適合
性など、提案受付の可否を判定
後、提案内容を審査。

提案者
提案対象施設を公開
(掲出場所は原則屋内)

提案募集

（案）
• 広告媒体
• 提案金額
• 契約期間
etc

実現可能性の照会等の提
案づくりのサポート

事前協議

受付・審査

随意契約

提案
金額

設置・掲出

POINT
• 広告を掲出、変更する場合は、

市の広告要綱、基準との適合
性を確認するため、「広告掲
出届（新規・変更）」による
届け出が必要となります。

• 設置、維持管理等にかかる費
用、責任は事業者様にご負担
いただきます。

維持管理 契約期間終了

撤去等

継続の場合は
公募

※建物の設置部
位により再度提
案が必要になる
場合があります。

契約

提案希望 提案

提案者

• 広告媒体
• 提案金額
• 契約期間
etc

or

STEP

事前協議のため
まずは
お電話ください。

→

→



秩父市役所
財務部資産マネジメント課         

電話番号 0 4 9 4 - 2 2 - 2 2 0 8
M a i l S-management@city.chichibu.lg.jp

#   設置には、維持管理も含みます。

CASE

※ 広告内容だけでなく、広告主の資格の確認を行います。

公共施設
（秩父市）

広告主※ 広告料

広告募集

〇〇商店

Tel:22-2211

提案者
(事業者)

提案金額

設置#

契約

掲出

民間提案収入


